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○ ○ (注4) (注9)

学校教育法に規定する学校の生徒
(定時制・夜間・通信・留学生を除く)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○

定時制・夜間・通信制の学生及び留学生 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ (注9) ○

60歳以上の者

障害を支給事由とする公的年金の受給要件に該当する程度の障
害を有する者

上記以外の者 130万円未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ (注9) ○

（注1,2） (注3) （注12） （注5,12,13） (注6) (注7) (注8) (注5,10,11)

(注)

４　重度心身障害者として扶養手当を受給している者は提出すること。

６　アルバイト・パートの給与収入がある場合、次の事項が記載されていること。

　　　　また、被扶養者の総収入の1/3以上の送金が必要。なお、他の者と共同して扶養している場合は、組合員の収入及び被扶養者への送金額が共同扶養者よりも多いことが必要。

７　学生証不可。　同居の場合は提出不要。

　＊ 20歳以上60歳未満の配偶者の認定手続きをする際には、　「第3号被保険者関係届」及び「基礎年金番号のわかる書類の写し」を提出すること。

　　　　ＡＴＭの明細等、送金者（組合員）と受金者（被扶養者）の名前が明記されており、組合員が被扶養者に送金していることが明らかなものを添付。手渡し原則不可。

１０　被扶養者が組合員の子等で共同扶養者がいる場合、今後1年間の収入比較を行うため次の書類を提出すること。双方とも公立学校共済組合員なら不要。（他の扶養義務者が他支部の場合のみ組合員証の写しを添付）

９　同居を要する者のみ（被扶養者の範囲図参照）

　　　雇用契約の期間・賃金の支給形態（月給・日給・時給・その他）とその額・雇用契約期間中の賃金支給額及び賃金支給見込み額・勤務日と勤務時間

８　別居している者のみ

　　　・共同扶養者は所得証明書必須。所得証明書の収入金額と被扶養者認定時から向こう1年間の収入金額が同程度でない場合は、所得証明書に加えて勤務先や給与支払者作成の給与支払見込証明書。（非課税通勤手当等も含む）

１１　組合員の収入が多い等の理由で、共同扶養者側で認定不可となった場合、保険者発行の不認定通知を提出すること。

　　　・新規認定において、組合員が育児休業等の期間中で源泉徴収票の提出ができない場合は、給与支給見込証明書。（育児休業等に入っていない場合の支給見込み）

　　　　学生の場合は在学証明書を提出することにより不要。

１３　被扶養者が高校１年生以下の場合、所得証明書の提出は不要。高校２年生以上の場合、収入がなくても必ず所得証明書を提出すること。

１２　組合員との続柄を証するもの（戸籍謄本、抄本）及び所得証明書は被扶養者の要件を備えるに至った年月日以降に取得したもの又は被扶養者の要件を備えるに至った年月日から過去6か月以内に取得したものであること。

　　　・継続認定において、組合員が育児休業等の期間中である場合には、共同扶養者との収入比較書類に代えて育児休業等の発令の書類。

　　　・組合員は源泉徴収票。源泉徴収票の収入金額と被扶養者認定時から向こう1年間の収入金額が同程度でない場合は、給与支払者作成や所属所長証明の給与支払見込証明書。（証明者の押印必須。非課税通勤手当等も含む）

２　受付印（所属所等が受理した日）を押印すること。

　　　・組合員が臨時的任用職員や会計年度任用職員等で、昨年と発令内容が異なる場合や昨年度から認定時にかけて組合員資格が途切れている場合は、現在発令されている辞令の期間の給与支払見込証明書必須。

表２被扶養者認定申告に係る必要書類一覧（下記必要書類のほかに、他の証明書類の提出を求める場合がある）

扶
養
手
当
非
該
当
者

130万円未満

　　　・組合員及び共同扶養者に給与収入以外の収入がある場合、注５(2)の書類。

○

扶養手当該当者

180万円未満 ○○ ○ ○

　　　　　 　 株等の譲渡収入がある場合は、確定申告書及び収支内訳書の写しに加えて1年間の取引結果がわかるもの（年間取引報告書）を添付。年金受給者は、今後1年間の年金額が分かる書類（源泉徴収票は不可）の写し。

　　明記されたものを添付すること。また、認定基準月額を3か月連続超過で取消後に再認定する場合、認定基準月額を3か月連続で下回っていることがわかるもの（在職等証明書や給与の明細書等）を添付すること。

○ ○

　　　　(2)　給与収入以外の収入（事業・不動産・農業・株・雑所得）がある場合は、最新の確定申告書及び収支内訳書の写し。

５　次の事例の場合は、所得証明書に加えて次の書類を提出すること。

　　　　(1)　会社退職等により認定申告をするときは、退職したことを証するもの。　（退職辞令（証明書）・雇用保険受給資格者証の写し・社会保険資格喪失証明書等）

○ (注9)○

３　出生による認定の場合、個人番号記入用紙の添付が無くても可。その場合、後日必ず提出すること。（出生から個人番号の通知が届くまで時間を要することがあり、それにより認定が遅れる可能性があるため。）

備　　　　　考

１　雇用保険の失業給付受給終了又は傷病手当金の受給終了による認定の場合、失業給付終了による認定の場合は雇用保険受給者証の写し（受給終了日が明記されたもの）、傷病手当金受給終了による認定の場合は受給終了日が

提出書類等

被扶養者の区分
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